
 

函館市地域包括支援センター運営業務に関する業務処理要領 

（趣旨） 

第１条   この要領は，函館市福祉拠点運営業務実施要綱（以下「要綱」 

という。）第１２条第１項第１号に定める地域包括支援センター運営業

務（以下「センター運営業務」という。）の実施に関し，要綱ならびに

委託契約書および委託仕様書に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。 

（業務の実施場所） 

第２条 福祉拠点運営業務受託者（以下「受託者」という。）は，セン

ター運営業務を行うため，受託した１圏域につき，福祉拠点を１か所

設置する。ただし，東部圏域の受託者は福祉拠点１か所のほか，利用

者の利便性を考慮し，地域住民から相談を受け付け，福祉拠点につな

ぐための窓口として，ブランチを１か所設置する。 

２ 受託者は，センター運営業務の実施にあたり，あらかじめ，介護保

険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号。以下「施行規則」

という。）第１４０条の６５第１項各号に定める事項を函館市（以下

「市」という。）に届け出なければならない。届け出た事項に変更が

あった場合についても，速やかに届け出なければならないものとする。 

３ 福祉拠点の名称の表記は「函館市地域包括支援センター○○○○」

とし，市と受託者で協議のうえ決定するものとする。 

４ 福祉拠点の営業日および営業時間ならびに休業日等については，次

の各号に定めるとおりとし，ブランチはこれに準ずるものとする。 

(1)  営業日および営業時間 

   月曜日から金曜日の午前８時４５分から午後５時３０分とする。

ただし，営業時間外（第２号の休業日を含む）も，電話等により緊

急時に対応可能な連絡体制を確保すること。 

(2) 休業日 

  ア 土曜日および日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日 



 

 

  ウ １２月２９日から１月３日まで（１月１日を除く） 

(3) その他 

   利用者へのサービス充実の観点から，受託者の判断により，第１

号の営業時間を超えること，および第２号の休業日に営業すること

ができるものとする。 

(4) 施設の位置および設備 

ア 入口周辺を含め，高齢者に配慮した建物に設置すること。 

イ 来訪者専用の駐車場を確保し，車椅子の来訪者を考慮した十分

な広さを有すること。 

ウ 地域住民が福祉拠点の存在を十分認識できるよう，福祉拠点の

看板を設置すること。 

エ 事務室および福祉拠点専用の相談室を設けること。 

オ 地域の関係者が情報交換を行うために集える場所（以下「集え

る場所」という。）を事務室に隣接して設けること。なお，集え

る場所は，福祉拠点以外にも担当圏域内に追加で設置できること

とする。 

 (ｱ) 設置の目的 

   自ら支援につながることができない人の発見やその支援の

継続のため，町会，民生児童委員，ＮＰＯ法人などと連携し，

地域の情報共有機能の充実を図ることを目的とする。 

 (ｲ) レイアウト 

   福祉拠点の職員と地域の関係者等が容易にやりとりをする

ことができることのほか，支援を求める人が立ち寄りやすい場

所とすること。 

カ  事務用備品・機器として，職員数分の事務机・椅子一式および

パソコン，施錠可能な書類保管庫，プリンター，電話，ファクシ

ミリ等を配備すること。また，インターネットに接続できる環境

を構築し，福祉拠点専用の電話番号およびメールアドレスを取得

すること。 

キ  訪問業務に支障をきたさないよう，業務用自動車を配備するな



 

 

ど移動手段を確保すること。 

ク 福祉拠点の設置および設備に要する経費は，受託者が負担する

こと。 

（事業内容） 

第３条 センター運営業務の内容は，次の各号に掲げるものとする。な

お，各号に定めのない事項については，国および市が定める要綱等な

らびに直近の「地域包括支援センター運営マニュアル」（一般財団法

人長寿社会開発センター発行）に基づき実施するほか，市の指示によ

るものとする。 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 

ア 介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業） 

居宅要支援被保険者および基本チェックリスト該当者に対して， 

予防給付における介護予防支援と同様に，その心身の状況，置か 

れている環境その他の状況に応じて，その選択に基づき，訪問型 

サービス（第１号訪問事業），通所型サービス（第１号通所事業） 

など適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要 

な援助を行うこと。 

なお，業務の実施にあたっては，函館市介護予防ケアマネジメ 

ント実施要綱および市が定める介護予防ケアマネジメントマニュ 

アルに基づき，適切に実施するものとする。 

(2) 包括的支援事業 

ア 総合相談支援業務 

地域の高齢者等が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活 

を継続していくことができるよう，地域における関係者とのネッ 

トワークを構築するとともに，高齢者等の心身の状況や生活実態， 

必要な支援等を幅広く把握し，相談を受け，地域における適切な 

保健・医療・福祉サービス，関係機関または制度の利用につなげ 

る等の支援を行うこと。 

(ｱ) 地域におけるネットワーク構築 

支援を必要とする高齢者等を把握し，保健・医療・福祉サー 



 

 

ビスを始めとする適切な支援につなぎ，継続的な見守りを行い， 

更なる問題の発生を防止するため，地域における様々な関係者 

のネットワークの構築を図ること。 

また，ネットワークの構築に当たっては，介護サービスに限 

らず，地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動， 

インフォーマルサービス等の情報を収集するとともに，地域に 

必要な社会資源がない場合は，その開発に取り組むこと。 

なお，ネットワーク構築に係る業務を行ったときは，その内 

容を別記第６号様式－１「活動報告書（ネットワーク構築）」に 

記録すること。 

(ｲ) 実態把握 

地域におけるネットワークの活用のほか，様々な社会資源と 

の連携，高齢者等への戸別訪問，同居していない家族や近隣住 

民からの情報収集等により，高齢者等やその家族の状況等につ 

いての実態把握を行うこと。 

なお，実態把握を行ったときは，把握した内容等を別記第７ 

号様式「利用者基本情報」に記録すること。 

(ｳ) 総合相談 

電話，来所，訪問，ファクシミリ，Ｅメール等の手段により 

高齢者等やその家族，近隣の住民，地域のネットワーク等を通 

じ様々な相談を受け，的確な状況把握等を行うとともに，専門 

的・継続的な関与や緊急対応の必要性を判断し，相談内容に即 

したサービスまたは制度の利用につなげる等の支援を行うこと。 

なお，総合相談において把握した内容等を別記第７号様式 

「利用者基本情報」，支援・対応結果を別記第８号様式「支援・ 

対応経過シート」に記録し，その対応件数と内容を別記第２号 

様式－１「総合相談支援業務報告書（１ 総合相談・一般相談 

対応件数）」に計上すること。 

また，「いきいき生活手帳」を活用し，利用者のセルフマネ 

ジメントを推進する支援を行った場合は，その内容を別記第２ 



 

 

号様式－２「総合相談支援業務報告書（２ セルフマネジメン 

ト支援実施状況）」に記載すること。 

(ｴ) 保健福祉サービス等の利用調整 

支援が必要な高齢者に対し，要支援または要介護認定申請お 

よび在宅高齢者等サービスの利用申請に係る代行申請（市への 

申請書の提出）を行う等，利用者の立場に立って保健福祉サー 

ビス等の利用の調整を行うこと。 

なお，在宅高齢者等サービスの利用申請に係る代行申請を行 

う場合は，市が別に定める申請書を作成し提出すること。 

(ｵ) 地域住民に対する広報・啓発活動 

センター運営業務を適切に実施するため，地域住民を対象と 

した出前講座の開催やパンフレットの作成配布を通じ，センタ 

ー運営業務および保健福祉サービス等に係る啓発活動を行う 

こと。 

なお，地域住民に対する広報・啓発活動を行ったときは，そ 

の内容を別記第６号様式－２「活動報告書（広報・啓発）」に 

記録すること。 

イ 権利擁護業務 

高齢者等が地域において尊厳のある生活を維持し，安心して生 

活を行うことができるよう，専門的・継続的な視点から，高齢者 

等の権利擁護のため，必要な支援を行うこと。 

(ｱ) 高齢者虐待への対応 

高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する 

法律（平成１７年法律第１２４号）および函館市高齢者虐待対 

応支援マニュアルに基づき，次の業務を実施すること。 

なお，高齢者虐待への対応を行ったときは，その支援・対応 

結果を別記第８号様式「支援・対応経過シート」に記録し，そ 

の内容を別記第３号様式「権利擁護業務報告書」に計上するこ 

と。 

ａ 地域におけるネットワークを積極的に活用し，高齢者虐待



 

 

の早期発見に努めること。 

ｂ 高齢者虐待に係る通報または高齢者等からの高齢者虐待を

受けた旨の届出を受けたときは，市と連携を図り，速やかに，

対象者の安全の確認その他当該通報または届出に係る事実確

認を行い，市および関係機関とその対応について協議を行う

こと。 

ｃ 高齢者虐待の防止および虐待を受けた高齢者等の保護のた

め，高齢者等および養護者に対して，相談，指導および助言

を行うこと。 

また，養護者の負担軽減のため，養護者に対する相談，指導

および助言その他必要な支援を行うこと。 

(ｲ) 成年後見制度の活用促進 

高齢者等やその家族，関係機関等からの相談や実態把握によ 

り，その対象者の判断能力や生活状況等を把握した結果，医療 

機関の受診や福祉サービス利用等の契約に関して支援が必要な 

場合，経済的被害を現に受けているまたはその可能性がある場 

合，預貯金等の財産管理，遺産相続等の支援が必要な場合等， 

成年後見制度を利用する必要があると判断した場合は，審判の 

申立て支援を行い，必要に応じ市や成年後見センターとの連携 

を図ること。 

なお，成年後見制度等の活用促進に係る業務を行ったときは， 

その支援・対応結果を別記第８号様式「支援・対応経過シート」 

に記録し，その内容を別記第３号様式「権利擁護業務報告書」 

に計上すること。 

(ｳ) 老人福祉法による措置に関する対応 

高齢者等が養護者による虐待を受けている場合，認知症その 

他の理由により意思能力が乏しく，かつ，本人を代理する家族 

がいない場合等，保護の必要性があり，老人福祉法に基づく措 

置が必要であると判断した場合は，市と連携を図り，必要な支 

援を行うこと。 



 

 

(ｴ) 消費者被害の防止に関する対応 

高齢者等やその家族，関係機関等からの相談や実態把握によ 

り，消費者被害またはそのおそれがあると認められる場合には， 

関係機関と連携を図り，必要な支援を行うこと。 

なお，消費者被害の防止に関する対応を行ったときは，その 

支援・対応結果を別記第８号様式「支援・対応経過シート」に 

記録し，その内容を別記第３号様式「権利擁護業務報告書」に 

計上すること。 

(ｵ) 困難事例への対応 

高齢者等やその家族に重層的な課題が存在している場合，高 

齢者等自身が支援を拒否している場合等，その対応が困難な事 

例を把握した場合には，センター運営業務に従事する職員が連 

携して対策を検討し，関係機関と連携を図り，必要な支援を行 

うこと。 

なお，困難事例への対応を行ったときは，その支援・対応結 

果を別記第８号様式「支援・対応経過シート」に記録し，その 

内容を別記第３号様式「権利擁護業務報告書」に計上すること。 

(ｶ) 地域住民等に対する広報・啓発活動 

高齢者虐待の早期発見，成年後見制度等の利用促進および消 

費者被害の防止のため，地域住民や関係機関を対象とした出前 

講座および研修会等の開催やパンフレットの作成配布を通じ， 

権利擁護業務に係る啓発活動を行うこと。 

なお，地域住民等に対する広報・啓発活動を行ったときは， 

その内容を別記第６号様式－２「活動報告書（広報・啓発）」に 

記録すること。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう， 

個々の高齢者等の状況や変化に応じて，包括的かつ継続的に支援 

していくための地域における多職種相互の連携・協働の体制づく 

りや個々の介護支援専門員に対する支援を行うこと。 



 

 

(ｱ) 包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築 

地域包括ケアの実現のため，地域の居宅介護支援事業所等の 

介護支援専門員が包括的・継続的なケアマネジメントを実践す 

ることができるように，次に掲げる必要な支援を行うこと。 

なお，包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築に係る業 

務を行ったときは，その内容を別記第４号様式－１「包括的・ 

継続的ケアマネジメント支援業務報告書（１ ケアマネジメン 

ト体制の構築状況）」に記録すること。 

ａ 介護支援専門員と医療機関を含む関係機関やインフォー 

マルサービスとの連携・協働体制の構築支援 

ｂ 介護支援専門員同士のネットワーク構築支援 

ｃ ケアマネジメント研修や事例検討会，制度・施策等に関す 

る情報提供等による介護支援専門員の実践力向上支援 

(ｲ) 介護支援専門員に対する個別支援 

介護支援専門員の資質向上を図る観点から，次に掲げる必要 

な支援を行うこと。 

なお，介護支援専門員に対する個別支援を行ったときは，そ 

の支援・対応結果を別記第８号様式「支援・対応経過シート」 

に記録し，その内容を別記第４号様式－２「包括的・継続的ケ 

アマネジメント支援業務報告書（２ 介護支援専門員に対する 

個別支援実施状況）」に計上すること。 

ａ 相談窓口の開設やサービス計画作成技術への助言，サービ 

ス担当者会議の開催支援等による日常的個別指導・相談 

ｂ 支援困難事例に対する具体的支援方針の検討や指導・助言 

  エ 生活支援体制整備事業 

   (ｱ) 地域におけるネットワークの構築 

     日々の地区活動および協議体の運営または参画，関係団体の

会議および研修会への出席を通じ，地域住民および関係団体と

のネットワークを構築すること。 

なお，ネットワーク構築に係る業務を行ったときは，その内 



 

 

容を別記第６号様式－１「活動報告書（ネットワーク構築）」 

に記録すること。 

   (ｲ) 住民主体の助け合い活動等の重要性についての普及啓発 

     協議体の運営または参画，出前講座の開催およびパンフレッ

トの配付を通じ，地域住民および関係団体に対し，住民主体の

助け合い活動等の重要性についての普及啓発を行うこと。 

なお，住民主体の助け合い活動等の重要性についての広報・ 

啓発活動を行ったときは，その内容を別記第５号様式－３「地 

域ケア会議推進事業報告書（３ 地域課題を検討する地域ケア 

会議実施状況）」または別記第６号様式－２「活動報告書（広 

報・啓発）」に記録すること。 

   (ｳ)  住民主体の助け合い活動等の担い手となる地域住民の発

掘・育成 

日々の地区活動の中で，住民主体の助け合い活動等の中心 

となる担い手を発掘し育成すること。 

(ｴ) 地域における高齢者の支援体制および社会参加に関するニ 

ーズと地域資源の把握および課題の抽出 

日々の地区活動および協議体の運営または参画を通じ，地域 

におけるニーズと地域課題の把握および課題の抽出を行うこ 

と。 

     なお，協議体の運営を行ったときは，その内容を別記第５号

様式－３「地域ケア会議推進事業報告書（３ 地域課題を検討

する地域ケア会議実施状況）」に記録すること。 

   (ｵ) 住民主体の助け合い活動等の仕組みの創出および充実 

     抽出した地域課題を解決するため，日々の地区活動および協

議体の運営または参画を通じ，地域住民や関係団体と協働し，

住民主体の助け合い活動等の仕組みの創出および充実させる

ための取り組みを行うこと。 

     なお，住民主体の助け合い活動等の仕組みの創出および充実

させるための取り組みを行ったときは，その内容を別記第５号



 

 

様式－３「地域ケア会議推進事業報告書（３ 地域課題を検討

する地域ケア会議実施状況）」または別記第６号様式－３「活

動報告書（その他）」に記録すること。 

  オ 地域ケア会議推進事業 

地域包括ケアシステムの構築のため，函館市地域ケア会議体系 

および函館市地域ケア会議運営マニュアルに基づき地域ケア会 

議を開催し，介護サービスだけでなく，様々な社会資源が有機的 

に連携することができる環境を整備し，高齢者が住み慣れた地域 

で自立した生活を営むことができるよう支援を行うこと。 

(ｱ) 個別ケースを検討する地域ケア会議 

高齢者の課題解決および介護支援専門員の自立支援に資す 

るケアマネジメントの実践力を高めるため，多職種が協働して 

個別ケースの支援内容を検討すること。 

また，個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより，地 

域に共通した課題を明らかにすること。 

なお，個別ケースを検討する地域ケア会議を行ったときは， 

その内容を別記第５号様式－１「地域ケア会議推進事業報告書 

（１ 個別ケースを検討する地域ケア会議実施状況）」に記録 

すること。 

   (ｲ) 自立支援型地域ケア会議 

     高齢者の課題解決および介護支援専門員の自立支援に資す

るケアマネジメントの実践力を高めるため，介護支援専門員が，

リハビリテーション専門職および栄養士等の専門職と連携し，

「身体的自立」に着目した検討を行うこと。 

     また，ケース検討を積み重ねることにより，地域に共通した

課題を明らかにすること。 

     なお，自立支援型地域ケア会議を行ったときは，その内容を

別記第５号様式－２「地域ケア会議推進事業報告書（２ 自立

支援型地域ケア会議実施状況）」に記録すること。 

(ｳ) 地域課題を検討する地域ケア会議 



 

 

地域包括ケアシステムの構築のため，地域課題を把握し，そ

の解決策の検討を行うとともに，地域づくりや社会資源の開発

を行うこと。 

なお，地域課題を検討する地域ケア会議を行ったときは，そ

の内容を別記第５号様式－３「地域ケア会議推進事業報告書（３ 

地域課題を検討する地域ケア会議実施状況）」に記録すること。 

(ｴ) 日常生活圏域レベルの地域課題の整理 

地域ケア会議や日々の地区活動で把握した地域の問題につ 

いて協議し，地域課題を抽出し，その対応方法を検討すること。 

なお，日常生活圏域レベルの地域課題の整理を行ったときは， 

その内容を別記第５号様式－４「日常生活圏域レベルの地域課 

題整理表」に記録すること。 

２ 認知症総合支援事業の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 （ブランチの事業内容） 

第４条 東部圏域の受託者は，ブランチにおいて，次に掲げる業務を行

うものとする。なお，定めのない事項については，市の指示に従うも

のとする。 

(1) 一般相談業務 

電話，来所，訪問，ファクシミリ等の手段により高齢者等やその 

家族，近隣の住民，地域のネットワーク等を通じ様々な相談を受け， 

的確な状況把握等を行うとともに，センターの総合相談につなげる 

こと。 

なお，一般相談業務において把握した内容等を別記第７号様式 

「利用者基本情報」，支援・対応結果を別記第８号様式「支援・対 

応経過シート」に記録し，その対応件数と内容を別記第２号様式－ 

１「総合相談支援業務報告書（１ 総合相談・一般相談対応件数）」 

に計上すること。 

（センター運営業務に従事する職員の体制） 

第５条 受託者は，センター運営業務の実施にあたり，次に掲げる職員

を常勤かつ専任で配置するものとする。ただし，３職種（保健師，社



 

 

会福祉士および主任介護支援専門員をいう。以下同じ。）に準ずる者

の配置にあたっては，３職種の確保が困難である等，やむを得ず配置

できない事情がある場合に限り，事前に市と協議したうえで，３職種

に準ずる者の配置を認めるものとする。 

(1) 保健師その他これに準ずる者 

「その他これに準ずる者」とは，地域ケア，地域保健等に関する

経験のある看護師であって，高齢者に関する公衆衛生業務経験を１

年以上有する者をいう。 

なお，当該準ずる者には准看護師は含まないものとする。  

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 

「その他これに準ずる者」とは，福祉事務所の現業員等の業務経

験が５年以上または介護支援専門員の業務経験が３年以上あり，か

つ，高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従事した経

験を有する者をいう。 

 (3)  主任介護支援専門員その他これに準ずる者 

   「その他これに準ずる者」とは，次のいずれかに該当する者とす

る。 

ア 「介護支援専門員資質向上事業の実施について」（平成１８年６

月１５日老発第０６１５００１号厚生労働省老健局長通知）によ

る廃止前の「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及

び推進について」（平成１４年４月２４日付け老発第０４２４００

３号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダ

ー研修を修了した者であって，介護支援専門員としての実務経験

を有し，かつ，介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門

員への支援等に関する知識および能力を有している者 

イ 地域包括支援センターが育成計画を策定しており，センターに

現に従事する主任介護支援専門員の助言のもと，将来的な主任介

護支援専門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって，介護

支援専門員として従事（専任か否かを問わず）した期間が通算５

年以上である者 



 

 

(4) 事務職員 

２ 担当圏域の福祉拠点において最低限配置すべき職員数は，要綱別表

２に定める職員配置基準のとおりとし，３職種の職員のうち１人を管

理責任者として定めなければならない。 

３ 前項による職員配置基準を上回って配置する職員および要綱第８

条第２項により配置する介護支援専門員は，他の業務と兼務すること

ができるものとする。 

（ブランチの職員体制） 

第６条 東部圏域の受託者は，第４条に掲げる事業の実施にあたり，次

に掲げるいずれかの職員を常勤で配置するものとする。 

(1) 看護師（准看護師を含む。） 

(2) 介護福祉士 

(3) 介護支援専門員 

(4) 社会福祉主事任用資格を有する者 

２ ブランチにおいて，最低限配置すべき職員数は，要綱別表２に定め

る職員配置基準のとおりとする。 

（職員の確保） 

第７条 受託者は，センター運営業務および第４条に掲げる事業（以下

総称して「委託業務」という。）を円滑に遂行するため，職員の確保

に努めなければならない。 

２ 受託者は，要綱別表２に定める職員配置基準の職員に欠員が生じる

おそれがある場合には，直ちに市にその旨を報告するとともに，欠員

が生じないよう措置をとり，また，欠員が生じたときは，直ちにその

欠員の補充を行わなければならない。 

（職員の資質向上） 

第８条 受託者は，委託業務に従事する職員の資質向上・能力開発のた

め，個々の職員の能力に即した人材育成を計画的に実施するよう努め

なければならない。 

２ 前項の職員は，委託業務を円滑に実施するために，常に相互に情報

を共有し，連携・協力して業務を実施するとともに，専門知識の習得



 

 

や実力向上のため，自己研さんに努めなければならない。 

 （評価，報告等） 

第９条 受託者は，市の指定する方法により事業評価を実施するものと

する。 

２ 受託者は，自らその実施する事業の質の評価を行うこと，その他の

措置を講ずることにより，その実施する事業の質の向上を図るものと

する。 

３ 受託者は，市と共有が必要な事項に関しては，速やかに市に報告し

なければならない。 

４ 受託者は，次に定めるところにより，毎年度，施行規則第１４０条

の６５第２項に定める収支予算書および活動計画書を提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 収支予算書 

   委託業務に係る会計と指定介護予防支援事業所に係る会計とを

明確に区分したそれぞれの予算書をいい，市が定める様式による。 

 (2)  活動計画書 

    委託業務に関する計画書をいい，市が定める様式による。 

５ 受託者は，次に定めるところにより，委託期間終了後，「地域包括 

 支援センターの設置運営について」（平成１８年１０月１８日付け老 

計発第１０１８００１号厚生労働省老健局計画課長通知）に基づく収 

支決算書を提出しなければならない。 

(1) 収支決算書 

   委託業務に係る会計と指定介護予防支援事業所に係る会計とを

明確に区分したそれぞれの決算書をいい，市が定める様式による。 

６ 受託者は，次に掲げる各月の業務実績について，翌月１０日までに

報告書を提出すること。 

(1) 業務実績報告書（別記第１号様式） 

(2) 総合相談支援業務報告書（別記第２号様式－１・２） 

(3) 権利擁護業務報告書（別記第３号様式） 

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務報告書（別記第４号様 



 

 

式－１・２） 

 (5) 地域ケア会議推進事業報告書および日常生活圏域レベルの地域

課題整理表（別記第５号様式－１～４） 

(6) 活動報告書（別記第６号様式－１～３） 

（運営上の留意事項） 

第 10 条 受託者は，次の各号に定める事項に十分留意してセンターを 

運営しなければならない。 

(1) 委託業務に従事する職員と要綱第１２条第１項第２号に定める 

自立相談支援機関業務に従事する職員と，相互に情報を共有し， 

連携・協力して業務を実施すること。 

(2) 公益的な機関として，公正で中立性の高い事業運営を行うこと。 

(3) 委託業務の処理上作成した書類，記録について，適切な管理を行 

うこと。 

(4) 個人情報の取り扱いについては，関係法規，市条例等を遵守し，

厳重に取り扱うとともに，紛失・遺漏がないように十分配慮するこ

と。 

(5) 苦情等に対応する体制を整備するとともに，誠実に対応し，再発 

防止に努めること。なお，苦情内容と福祉拠点の対応については，

速やかに市に報告すること。 

(6) 福祉拠点のホームページを開設し，福祉拠点の周知に努めること。 

 （指定介護予防支援事業） 

第 11 条 受託者は，センター運営業務と一体的に，介護保険における

予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用

等を行うことができるよう，予防給付に関するケアマネジメント業務

を行う指定介護予防支援等の事業（次項において「支援事業」という。）

を実施するものとする。 

２ 支援事業の実施にあたっては，函館市指定介護予防支援等の事業の

人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年函館

市条例第２５号）を遵守するとともに，次の各号に定める事項に十分



 

 

留意しなければならない。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の２２の規定 

に基づく函館市の指定を受けること。 

(2) 支援事業を適切に運営するため，必要な人員を配置すること。 

(3) センター運営業務に従事する職員は，委託業務と支援事業を兼務 

することができること。 

(4) 支援事業の一部を，指定居宅介護支援事業所に委託することがで 

きること。 

(5) 支援事業の一部を，指定居宅介護支援事業所に委託する場合，函 

館市地域包括支援センター連絡協議会が作成する「介護予防ケアマ 

ネジメント業務一部委託における業務の流れ」に基づき，ケアプラ 

ン原案の確認と助言や担当者会議への参加等により，適切に関与を 

行うこと。 

(6) センター運営業務を適切に実施するため，要綱別表２に定める職

員配置基準に基づくセンター運営業務に従事する職員が担当する支

援事業およびケアマネジメントＡの合計件数等は，次の基準による

こと。 

ア ３職種の職員一人の担当件数は，５０件を上限とする。 

 イ ３職種の職員一人当たりの担当件数は，３３．３件を上限とす 

る。 

 （補則） 

第 12 条 この要領に定めのない事項は，市と受託法人が協議のうえ定

める。 

 

  附則 

 この要領は，令和４年４月１日から施行する 

  附則 

 この要領は，令和７年４月１日から施行する。 


